
 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱 

  

令和 6 年 9 月 24 日 

職業安定分科会雇用保険部会（第 198 回） 
資料２－１  
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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱 

第
一 
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正 

一 

被
保
険
者
の
育
児
時
短
就
業
開
始
時
の
賃
金
の
届
出 

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
が
育
児
時
短
就
業
を
開
始
し
た
場
合
に
、
当
該
被
保
険
者
が
育
児
時
短
就
業
給

付
金
の
支
給
申
請
書
を
提
出
す
る
日
ま
で
に
、
育
児
時
短
就
業
開
始
時
の
賃
金
に
係
る
証
明
書
を
そ
の
事
業
所
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二 

被
保
険
者
が
同
一
の
子
に
つ
い
て
三
回
以
上
の
育
児
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
妥
当
で
あ
る
場
合 

出
向
日
の
前
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
出
向
日
以
後
も
引
き
続
き
当
該
休
業
を
す
る
と
き
（
出
向

を
し
た
日
以
後
も
引
き
続
き
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
を
追
加
す
る
こ
と
。 

三 

出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続 

被
保
険
者
は
、
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
、
同
一
の
子
に
つ
い
て
二
回
目
の
出
生
時

育
児
休
業
を
し
た
と
き
は
当
該
休
業
を
終
了
し
た
日
の
翌
日
か
ら
、
ま
た
、
合
算
し
て
二
十
八
日
以
上
の
出
生
時
育
児
休

業
を
し
た
と
き
は
当
該
休
業
を
し
た
日
数
が
合
算
し
て
二
十
八
日
に
達
し
た
日
の
翌
日
か
ら
、
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
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の
支
給
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

四 
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
対
象
と
な
る
休
業 

出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
は
、
被
保
険
者
が
そ
の
事
業
主
に
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
す
る
休
業
で
あ
っ
て
、
育
児
休
業

給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
も
の
又
は
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
も
の
（
以
下
「
給
付
対
象
出
生
後
休
業
」
と

い
う
。
）
を
し
た
場
合
（
対
象
期
間
内
に
し
た
当
該
給
付
対
象
出
生
後
休
業
の
日
数
が
通
算
し
て
十
四
日
以
上
で
あ
る
場

合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
被
保
険
者
の
配
偶
者
が
当
該
出
生
後
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
給
付
対
象
出
生
後
休
業

を
し
た
と
き
（
当
該
配
偶
者
が
当
該
子
の
出
生
の
日
か
ら
起
算
し
て
八
週
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
ま
で
の
期
間
内
に
し

た
給
付
対
象
出
生
後
休
業
の
日
数
が
通
算
し
て
十
四
日
以
上
で
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
又
は
被
保
険
者
が
そ
の
配
偶
者
の

給
付
対
象
出
生
後
休
業
の
取
得
を
要
件
と
し
な
い
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
、
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

五 

公
務
員
で
あ
る
配
偶
者
が
す
る
出
生
後
休
業
に
関
す
る
規
定
の
適
用 

四
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
の
配
偶
者
が
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
等
の
規

定
に
よ
り
す
る
請
求
に
係
る
育
児
休
業
は
、
給
付
対
象
出
生
後
休
業
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。 

六 

出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
に
係
る
み
な
し
被
保
険
者
期
間
の
算
定
の
特
例
の
対
象
と
な
る
理
由 
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出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
に
係
る
み
な
し
被
保
険
者
期
間
の
算
定
に
当
た
っ
て
、
当
該
出
生
後
休
業
を
開
始
し

た
日
前
二
年
間
に
一
定
期
間
を
加
え
て
算
定
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

１ 
出
産 

２ 

事
業
所
の
休
業 

３ 

事
業
主
の
命
に
よ
る
外
国
に
お
け
る
勤
務 

４ 

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
該
当
す
る
交
流
採
用 

５ 

１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
理
由
に
準
ず
る
理
由
で
あ
っ
て
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
も
の 

七 

出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
に
当
た
り
、
被
保
険
者
が
そ
の
配
偶
者
の
給
付
対
象
出
生
後
休
業
の
取
得
を
要
件
と

し
な
い
場
合
の
う
ち
、
配
偶
者
の
な
い
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
配
偶
者
が
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合
と
す
る
こ
と
。 

１ 

被
保
険
者
が
す
る
給
付
対
象
出
生
後
休
業
に
係
る
子
が
、
当
該
被
保
険
者
の
配
偶
者
の
子
に
該
当
し
な
い
者 

２ 

そ
の
他
１
に
掲
げ
る
者
に
類
す
る
者
と
し
て
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
者 

八 

出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
に
当
た
り
、
被
保
険
者
が
そ
の
配
偶
者
の
給
付
対
象
出
生
後
休
業
の
取
得
を
要
件
と
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し
な
い
場
合
の
う
ち
、
そ
の
配
偶
者
が
当
該
給
付
対
象
出
生
後
休
業
に
係
る
子
の
出
生
か
ら
起
算
し
て
八
週
間
を
経
過
す

る
日
の
翌
日
ま
で
に
休
業
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場

合
と
す
る
こ
と
。 

１ 

配
偶
者
が
日
々
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合 

２ 

配
偶
者
が
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
養
育
す
る
子
の
出
生
の
日
（
出
産
予
定
日

前
に
当
該
子
が
出
生
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
出
産
予
定
日
）
か
ら
起
算
し
て
八
週
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か

ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
労
働
契
約
が
満
了
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合 

３ 

配
偶
者
が
、
そ
の
雇
用
す
る
事
業
主
と
当
該
配
偶
者
が
雇
用
さ
れ
る
事
業
所
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働

組
合
が
あ
る
と
き
は
そ
の
労
働
組
合
、
そ
の
事
業
所
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
と
き
は
そ
の

労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
で
、
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
定
め

ら
れ
た
労
働
者
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
雇
用
す
る
事
業
主
に
そ
の
育
児
休
業
の
申
出
又
は
出
生
時
育
児
休

業
の
申
出
を
拒
ま
れ
た
と
き 

４ 

そ
の
他
子
の
出
生
の
日
（
出
産
予
定
日
前
に
当
該
子
が
出
生
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
出
産
予
定
日
）
か
ら
起
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算
し
て
八
週
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
の
給
付
対
象
出
生
後
休
業

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
公
共
職
業
安
定
所
長
が
認
め
る
場
合 

九 

同
一
の
子
に
つ
い
て
被
保
険
者
が
二
回
以
上
の
出
生
後
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
妥
当
で
あ
る
場
合
は
、
被
保

険
者
が
育
児
休
業
給
付
金
又
は
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
休
業
を
合
計
二
回
以
上
す
る
場
合
と
す
る
こ

と
。 

十 

同
一
の
子
に
つ
い
て
被
保
険
者
が
五
回
以
上
の
出
生
後
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
妥
当
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の

養
育
す
る
一
歳
に
満
た
な
い
子
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
こ
と
。 

１ 

別
の
子
の
産
前
産
後
休
業
若
し
く
は
育
児
休
業
又
は
別
の
対
象
家
族
の
介
護
休
業
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
出
生
後

休
業
が
終
了
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
子
又
は
対
象
家
族
が
死
亡
等
し
た
と
き 

２ 

出
生
後
休
業
の
申
出
に
係
る
子
の
養
育
を
行
っ
て
い
る
配
偶
者
が
、
死
亡
、
負
傷
、
疾
病
、
身
体
上
若
し
く
は
精
神

上
の
障
害
又
は
婚
姻
の
解
消
に
よ
り
当
該
子
と
同
居
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
等
に
よ
り
、
養
育
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
場
合 

３ 

出
生
後
休
業
の
申
出
に
係
る
子
が
、
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
、
二
週
間
以
上
の
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期
間
に
わ
た
り
世
話
を
必
要
と
す
る
状
態
に
な
っ
た
場
合 

４ 

出
生
後
休
業
の
申
出
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
保
育
所
等
に
お
け
る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る

が
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
場
合 

５ 

出
生
後
休
業
の
申
出
を
し
た
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
出
向
を
し
た
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
の

対
象
と
な
る
休
業
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
出
向
を
し
た
日
以
後
も
引
き
続
き
当
該
休
業
を
す
る
と
き
（
出
向
を

し
た
日
以
後
も
引
き
続
き
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
に
限
る
。
） 

十
一 

出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続 

１ 

出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
は
、
育
児
休
業
給
付
金
又
は
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
申
請
手

続
と
併
せ
て
、
次
の
書
類
を
、
事
業
主
を
経
由
し
て
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

㈠  

当
該
被
保
険
者
の
氏
名
、
住
所
若
し
く
は
居
所
、
被
保
険
者
番
号
、
個
人
番
号
、
育
児
休
業
の
申
出
に
係
る
子

の
出
産
年
月
日
、
支
給
単
位
期
間
の
初
日
及
び
末
日
、
支
給
単
位
期
間
中
の
就
業
日
数
並
び
に
支
給
単
位
期
間
に

支
払
わ
れ
た
賃
金
の
額
そ
の
他
の
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
当
該
被
保
険
者
の
氏
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名
、
住
所
若
し
く
は
居
所
、
被
保
険
者
番
号
、
個
人
番
号
、
出
生
時
育
児
休
業
の
申
出
に
係
る
子
の
出
産
年
月

日
、
出
生
時
育
児
休
業
の
申
出
に
係
る
休
業
の
初
日
及
び
末
日
、
当
該
休
業
期
間
中
の
就
業
日
数
並
び
に
当
該
休

業
期
間
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
の
額
そ
の
他
の
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書 

㈡ 

当
該
被
保
険
者
の
配
偶
者
が
当
該
出
生
後
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
給
付
対
象
出
生
後
休
業
を
し
た
こ
と
（
当
該

配
偶
者
が
当
該
子
の
出
生
の
日
か
ら
起
算
し
て
八
週
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
ま
で
の
期
間
内
に
し
た
給
付
対
象
出

生
後
休
業
の
日
数
が
通
算
し
て
十
四
日
以
上
で
あ
る
と
き
に
限
る
。
）
又
は
被
保
険
者
が
そ
の
配
偶
者
の
給
付
対
象

出
生
後
休
業
の
取
得
を
要
件
と
し
な
い
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

２ 

１
に
か
か
わ
ら
ず
、
育
児
休
業
給
付
金
又
は
出
生
時
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
終
了
後
に
、
出
生
後
休
業

支
援
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
っ
た
場
合
、
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
は
、
当

該
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
に
、
当
該
被
保
険
者
の
氏
名
、
住
所

又
は
居
所
、
被
保
険
者
番
号
、
個
人
番
号
、
出
生
後
休
業
の
申
出
に
係
る
休
業
の
初
日
そ
の
他
の
職
業
安
定
局
長
が
定

め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
及
び
１
の
㈡
に
掲
げ
る
書
類
を
、
事
業
主
を
経
由
し
て
そ
の
事
業
主
の
事
業
所
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 
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３ 

１
及
び
２
に
か
か
わ
ら
ず
、
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
事
業
主
を
経
由
し
て
１
及
び
２
に
掲
げ
る
申
請
を
行
う
こ

と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
事
業
主
を
経
由
し
な
い
で
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

４ 
１
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
主
を
経
由
し
な
い
で
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
を
被
保
険

者
が
希
望
す
る
と
き
は
、
被
保
険
者
は
、
第
百
一
条
の
三
十
又
は
第
百
一
条
の
三
十
三
に
規
定
す
る
手
続
を
終
了
し
た

日
か
ら
当
該
被
保
険
者
が
出
生
後
休
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
四
箇
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま

で
に
、
２
に
掲
げ
る
申
請
書
に
１
の
㈡
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
事
業
主
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職

業
安
定
所
の
長
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

５ 

被
保
険
者
は
、
１
か
ら
４
ま
で
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
１
か
ら
４
ま
で
に
掲

げ
る
書
類
を
添
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

６ 

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
１
か
ら
４
ま
で
に
よ
り
申
請
手
続
を
行
っ
た
被
保
険
者
が
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
の
支

給
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
に
対
し
て
出
生
後
休
業
支
援
給
付
金
を
支
給
す
る
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

十
二 

育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
対
象
と
な
る
就
業 
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育
児
時
短
就
業
給
付
金
は
、
被
保
険
者
が
、
そ
の
期
間
中
は
育
児
時
短
就
業
を
す
る
こ
と
と
す
る
一
の
期
間
に
つ
い

て
、
そ
の
初
日
及
び
末
日
（
以
下
「
育
児
時
短
就
業
終
了
予
定
日
」
と
い
う
。
）
と
す
る
日
を
明
ら
か
に
し
て
す
る
育
児

時
短
就
業
の
申
出
に
基
づ
き
、
事
業
主
が
講
じ
た
当
該
期
間
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
措
置
で
あ
る
就
業

を
し
た
場
合
に
、
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
育
児
時
短
就
業
終
了
予
定
日
と
さ
れ
た
日
（
そ
の
事
業
主
に

申
し
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変
更
後
の
日
。
１
及
び
２
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
前
日
）
ま
で
に
、
１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
事
由
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
（
３
及
び
４
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
前
日
）
後
は
、
育
児
時
短
就
業
給
付
金
は
、

支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

１ 

子
の
死
亡
そ
の
他
の
被
保
険
者
が
育
児
時
短
就
業
の
申
出
に
係
る
子
を
養
育
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
事
由
と
し
て
公

共
職
業
安
定
所
長
が
認
め
る
事
由
が
生
じ
た
こ
と
。 

２ 

育
児
時
短
就
業
の
申
出
に
係
る
子
が
二
歳
に
達
し
た
こ
と
。 

３ 

育
児
時
短
就
業
の
申
出
を
し
た
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
産
前
産
後
休
業
期
間
、
介
護
休
業
期
間
又
は
育
児
休
業
を
す

る
期
間
が
始
ま
っ
た
こ
と
。 
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４ 

育
児
時
短
就
業
の
申
出
を
し
た
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
新
た
な
二
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
た
め
の
所
定
労
働

時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
に
よ
る
就
業
を
す
る
期
間
が
始
ま
っ
た
こ
と
。 

十
三 
育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
支
給
に
係
る
み
な
し
被
保
険
者
期
間
の
算
定
の
特
例
の
対
象
と
な
る
理
由 

育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
支
給
に
係
る
み
な
し
被
保
険
者
期
間
の
算
定
に
当
た
っ
て
、
当
該
育
児
時
短
就
業
を
開
始
し

た
日
前
二
年
間
に
一
定
期
間
を
加
え
て
算
定
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

１ 

出
産 

２ 

事
業
所
の
休
業 

３ 

事
業
主
の
命
に
よ
る
外
国
に
お
け
る
勤
務 

４ 

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
該
当
す
る
交
流
採
用 

５ 

１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
理
由
に
準
ず
る
理
由
で
あ
っ
て
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
も
の 

十
四 

育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
支
給
限
度
額
の
算
定
方
法 

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
作
成
す
る
賃
金
構
造
基
本
統
計
（
以
下
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
」
と
い
う
。
）
の
常
用
労
働
者

の
う
ち
六
十
五
歳
未
満
の
者
が
受
け
て
い
る
賃
金
構
造
基
本
統
計
の
調
査
の
結
果
に
よ
る
一
月
当
た
り
の
き
ま
っ
て
支
給
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す
る
現
金
給
与
額
を
そ
の
高
低
に
従
い
、
四
の
階
層
に
区
分
し
た
も
の
を
基
礎
と
す
る
こ
と
。 

十
五 

育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
、
支
給
対
象
月
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
の
額
が
、
育
児
時
短
就
業
開

始
時
賃
金
日
額
に
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
以
上
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
場

合
に
、
育
児
時
短
就
業
開
始
時
賃
金
日
額
に
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額
に
対
す
る
当
該
賃
金
の
額
の
割
合
が
百
分
の
九
十
を

超
え
る
大
き
さ
の
程
度
に
応
じ
、
百
分
の
十
か
ら
一
定
の
割
合
で
逓
減
す
る
よ
う
に
定
め
る
率
は
、
１
に
掲
げ
る
額
か
ら

２
及
び
３
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
減
じ
た
額
を
２
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
と
す
る
こ
と
。 

１ 

育
児
時
短
就
業
開
始
時
賃
金
日
額
に
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額 

２ 

支
給
対
象
月
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
額 

３ 

１
に
掲
げ
る
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
に
㈠
に
掲
げ
る
額
を
㈡
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得

た
額 

㈠  

１
に
掲
げ
る
額
か
ら
２
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額 

㈡  

１
に
掲
げ
る
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額 

十
六 

育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続 
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１ 

育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
支
給
申
請
手
続
は
、
初
め
て
育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
支
給
対
象
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
四
箇
月
以
内
に
、
次
の
書
類
を
、
事
業
主
を
経
由
し
て
そ
の
事
業
主
の
事
業

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
て
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理

由
の
た
め
事
業
主
を
経
由
し
て
当
該
申
請
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
事
業
主
を
経
由
し
な
い
で
提
出
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

㈠ 

当
該
被
保
険
者
の
氏
名
、
被
保
険
者
番
号
、
個
人
番
号
、
育
児
時
短
就
業
開
始
年
月
日
、
育
児
時
短
就
業
の
申
出

に
係
る
子
の
出
産
年
月
日
、
短
縮
前
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
、
支
給
対
象
月
中
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
及

び
支
給
対
象
月
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
の
額
そ
の
他
の
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書 

㈡ 

休
業
等
開
始
時
賃
金
証
明
票
並
び
に
賃
金
台
帳
等
の
賃
金
の
支
払
状
況
及
び
賃
金
の
額
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
類 

㈢ 

母
子
健
康
手
帳
等
の
当
該
子
が
あ
る
こ
と
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類 

㈣ 

労
働
者
名
簿
等
の
被
保
険
者
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類 

㈤ 

賃
金
台
帳
等
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
短
縮
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
事
実
を
証
明
す
る
書
類 
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２ 

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
１
に
よ
り
申
請
手
続
を
行
っ
た
被
保
険
者
が
育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
支
給
要
件
に
該
当

す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
に
対
し
て
育
児
時
短
就
業
給
付
金
を
支
給
す
る
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
者
が
支
給
対
象
月
（
既
に
行
っ
た
支
給
申
請
に
係
る
支
給
対
象
月
を
除
く
。
４
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
育

児
時
短
就
業
給
付
金
の
支
給
申
請
を
行
う
べ
き
期
間
を
定
め
、
そ
の
者
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。 

３ 

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
２
に
定
め
る
支
給
申
請
を
行
う
べ
き
期
間
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
又
は
連
続
す
る

二
の
支
給
対
象
月
に
つ
い
て
、
当
該
支
給
対
象
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
四
箇
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。 

４ 

２
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
被
保
険
者
が
、
支
給
対
象
月
に
つ
い
て
育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
３
の
育
児
時
短
就
業
給
付
金
の
支
給
手
続
を
行
う
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
期
間
内
に
、
当
該
被
保
険
者
の
氏

名
、
被
保
険
者
番
号
、
育
児
時
短
就
業
の
申
出
に
係
る
子
の
出
産
年
月
日
、
支
給
対
象
月
中
の
一
週
間
の
所
定
労
働
時

間
及
び
支
給
対
象
月
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
の
額
そ
の
他
の
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
事
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業
主
を
経
由
し
て
そ
の
事
業
主
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
事
業
主
を
経
由
し
て
当
該
申
請
書
の
提
出
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
き
は
、
事
業
主
を
経
由
し
な
い
で
提
出
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

５ 

被
保
険
者
は
、
１
及
び
４
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
１
及
び
４
に
掲
げ
る
書
類

を
添
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

十
七 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。 

第
二 

そ
の
他 

そ
の
他
関
係
省
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。 

第
三 

施
行
期
日
等 

一 

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

二 

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。 


